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平成 31 年流山市教育委員会議第 1 回定例会会議録 

 

１ 日 時   平成 31 年 1 月 16 日（水曜日） 

開会  午前 9 時 30 分 

閉会  午前 10 時 30 分 

 

２ 場 所   流山市役所 庁議室 

 

３ 出席委員  教  育  長    後田 博美 

教育長職務代理者 杉浦  明 

委   員    宮田 義則 

委   員    堀内  博 

委   員    割田 由佳 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 出席職員  学校教育部長           前川 秀幸 

        生涯学習部長           飯塚 修司 

生涯学習部次長兼生涯学習課長   恩田 一成 

学校教育課長           遠藤 由樹 

指導課長             西村  淳 

スポーツ振興課長         寺門 宏晋 

公民館長             中西 直人 

図書・博物館次長         玉ノ井 誠 

学校施設課長補佐         大川  裕 

         

７ 事務局職員 教育総務課長補佐         鈴木 貴之 

教育総務課庶務係長        矢代  薫 

      教育総務課主任主事        末吉 聡美 

 

８ 議案等 

  議案第１号 教育委員会表彰について 
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  報告第１号 臨時代理の報告について（和解及び損害賠償の額の決定） 

 

９ 議事の内容 

（開会 午前 9 時 30 分） 

後田教育長 

 

 

 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

後田教育長 

 

 

学校教育部長 

 

 

 

 

 

 

開会に先立ちまして、申し上げます。 

本日より、１２月定例市議会で同意を得て新たに教育委員に就任された 割

田 由佳 委員が出席されております。 

ここで、割田委員を紹介いたします。 

 

（割田委員 挨拶） 

 

次に、教育委員会事務局職員を紹介いたします。 

 

（職員 自己紹介） 

 

事務局一同、流山市の教育の発展に全力で取り組んでまいる所存ですので、

なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、ただいまから、平成３１年流山市教育委員会議第１回定例会を開

会します。 

まず、平成３０年流山市教育委員会議第１２回定例会の会議録をお配りして

おりますが、ご意見、ご指摘などございますか。 

 

（一部修正の指摘あり） 

 

一部修正のうえ、承認することにいたします。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

 

 それでは、１２月の教育委員会議以降について、ご報告させていただきます。

現在、市内の小中学校では、インフルエンザが流行してきております。児童・

生徒の健康管理に十分留意していきたいと思います。詳細につきましては、課

長より報告させます。 

① 1/12 平成３１年の流山市消防団出初め式が、文化会館で開催されました。

千葉県知事表彰、流山市長表彰をはじめ、多くの方が消防活動にご尽力され、

表彰を受けられました。 
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生涯学習部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

② 本日のこの教育委員会議の後、総合教育会議が予定されておりますので、

よろしくお願いします。 

 

① 昨年 12/22 文化会館で、ゆうゆう大学第９期の学園祭が盛大に開催されま

した。２年間の学習の集大成として、約３００人を超えるゆう大生が学習成果

の発表や合唱、ダンス等を披露いたしました。今期のゆうゆう大学は、今月２

５日に文化会館で卒業式を迎える運びとなっております。 

② 1/13 キッコーマンアリーナで平成３１年の成人式が開催されました。教育

委員の皆様にもご臨席いただきありがとうございました。当日は天候にも恵ま

れ、各出身中学校から選出された３４名の実行委員による準備と運営により、

落ち着きのある雰囲気のとても良い式典となったと思います。参加人数につき

ましては、対象者１，６１０名に対し、１，０８４名で、参加率は６７．３％

となりました。なお、２階席をご家族に開放したところ、３６０人の来場者が

ありました。 

③ 同日午後、三輪野山の茂侶神社で、市の無形民俗文化財に指定されており

ます「ヂンガラ餅行事」が行われ、市長、教育長が参加しました。鏡餅を上半

身裸の若衆約２０人が奪い合い、餅の割れ方によってその年の農作物の作況を

占う正月行事であり、当日は境内に約５００人の見物客が訪れ、にぎわいまし

た。３０分ほど揉み合った後に、鏡餅は真っ二つに割られ、神職から今年の豊

作が宣言され、大きな拍手が送られました。 

なお、１月２０日（日）には、同じく市の無形民俗文化財に指定されており

ます「鰭ケ崎おびしゃ行事」が、鰭ケ崎の雷神社で執り行われます。七福神に

扮した神社の氏子たちが、鬼の面の的をめがけて弓を射る場面が見どころとな

っております。是非ご覧いただければと思います。以上です。 

 

ただいまの教育長報告に対しまして、質疑、意見等がありましたらお願いし

ます。 

 

（特になし との声あり） 

 

特にないようですので、以上で教育長報告については、終了いたします。 

これより議事に入りますが、議案第１号「教育委員会表彰について」は個人

に関する情報が含まれています。よって、流山市教育委員会会議規則第１３条

第１項の規定により非公開とし、本日の議事日程につきまして当該案件を同会
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後田教育長 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

後田教育長 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

議規則第１０条第１項の規定により、各課等報告の後に繰り下げたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１号につきましては非公開とし、各

課等報告の後に審議します。 

それでは議事に入ります。 

報告第１号「臨時代理の報告について（和解及び損害賠償の額の決定）」を

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（公用車による物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について臨時代

理した旨の説明） 

 

本案について、質疑等ありましたらお願いします。 

 

（特になし との声あり） 

 

特になしということですので、報告第１号は原案のとおり了承することにご

異議ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、報告第１号は原案のとおり了承することに

決しました。 

次に、各課等報告に移ります。 

学校教育課からお願いします。 

 

（「西平井・鰭ケ崎地区及び鰭ケ崎・思井地区区画整理事業地区に係る通学

区域の設定」に係る通学区域案について、市内小中学校のインフルエンザの状

況について） 
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スポーツ振興

課長 

 

公民館長 

 

 

指導課長 

 

 

生涯学習課長 

 

生涯学習部長 

 

 

後田教育長 

 

宮田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

 

（女子車椅子バスケットボールオランダ代表事前キャンプにおける交流事

業について） 

 

（文化会館のホールイベント「秦万里子 笑う音楽会」、「ながれやま高校演

劇フェスティバル２０分シアター」について） 

 

（いじめの重大事態について、いじめ問題対策連絡協議会開催について、銚

子駅伝について） 

 

（平成３０年度ライトブルー賞の受賞者について） 

 

（修復を終えた利根運河のビリケンさん像と、大阪のビリケンさん像を対面

させるプロジェクトについて） 

 

以上の各課等報告への質疑、意見等がありましたらお願いします。 

 

利根運河と大阪のビリケンさんの件ですが、ひも解いて調べると、まだ調べ

ている途中であり確定ではありませんが、石像としてのビリケンは利根運河の

ものは日本最古らしいです。大阪の方で、ビリケンが損壊されたという新聞記

事を見て、今、運河に飾ってある金色の代役のビリケンを送ってくれました。

足裏を触ると幸せになるということなので、修復が終わったビリケンさんを持

っていき、大阪の通天閣にあるビリケンさんと足裏を合わせて幸せを願うとい

うことです。明日は阪神・淡路大震災から２４年目ということもありますので、

明日に行う、というのもあるのではないかと思います。 

 

そのほか、何かございますか。 

 

（特になし との声あり） 

 

特にないようですので、各課等報告についての質疑を終了します。 

続きまして、先ほど非公開と決定しました議案等の議事に入ります。 

 

（傍聴人がいないため、退席者なしで審議開始） 
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後田教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号「教育委員会表彰について」 

学校教育部長の説明後、審議に入り、原案どおり可決された。 

 

以上をもって本日の教育委員会議に付議された案件の審議は、終了いたしま

した。 

その他協議する事項がありましたらお願いします。 

 

学校給食費の公会計化については１２月の教育委員会議でもご報告いたし

ましたが、市民参加条例に基づき、給食費の公会計化に関するご意見を頂きた

いということで、重複する部分もありますがよろしくお願いいたします。 

 資料をご覧ください。「事業の目的・概要」ですが、現在、流山市内の小中

学校ごとに徴収・管理している給食費を、保護者の利便性を図ることや学校現

場の負担軽減、また、給食費負担の公平性を図ることを目的とし、平成３２年

度から市が徴収・管理を行うものです。 

「公会計化のイメージ」は、学校給食費は児童生徒が食べる給食の食材費に

ついて支払いをしていただくもので、公会計化により、給食食材費の流れが変

わります。学校ごとの私会計では、給食費は各学校が、現金集金や口座振替に

より保護者から徴収し、学校長の口座で管理し、食材業者に支払いをしていま

す。平成３２年度から公会計に変わると、保護者は予め登録した銀行口座から

給食費を直接市へ支払い、市は歳入予算として管理します。また、食材業者へ

の支払いは、市が歳出予算から支出することとなります。 

全体スケジュールですが、今年度は、学校や県内全市に給食費に関する調査

を実施し、学校現場の課題や公会計を実施している自治体の情報を収集しまし

た。昨年８月には、公会計化を平成２９年度から実施している八千代市を、１

２月には平成２３年度から実施している川口市を視察して参りました。公会計

についての規則は、今年度中の立案を目指しています。平成３１年度は、制定

した規則に基づき、学校、保護者への周知や、口座登録書の案内、そして給食

費を管理する会計システムの導入のための予算について、６５２万円を要求し

ています。また、１２月議会の一般質問でもありました、市内２５校の事務を

市が一手に担うことの事務負担については、来年度配置人員の増員を要望して

おります。平成３２年度から公会計化がスタートするため、保護者が市に支払

う給食費、また、本稼働する会計システム費や業者に支払う食材費について、

歳入歳出それぞれの予算を、平成３１年度中に要求していく予定です。 

制度化に当たり、関係部署との調整事項については表のとおりですが、子ど
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後田教育長 

 

堀内委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

堀内委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

も家庭課との調整事項で、未納者への対応として、児童手当の天引きを考えて

います。学校での手集金から、市へ納付することで未納者が増えることが懸念

されます。給食費負担の公平性の観点から、申出があれば児童手当から天引き

することが可能であるため、給食を食べる申込書を提出する際に、未納があっ

た場合は児童手当から天引きをすることについての申出書を同時に提出して

いただくことを考えています。 

教育委員会としての今年度中の業務として、規則については、現在関係部署

と協議を進めているところです。また、市民参加条例に基づく手続きとしまし

ては、今回の教育委員会議の他に、２月２日（土）に保護者の皆様を対象とし

た意見交換会を実施する予定で、広報にも周知しています。 

今後の運用につきましては、関係する皆様から様々なご意見を頂き、協議を

進めながら、規則の制定に生かすため、引き続き調査研究を進めていきます。 

資料６に、公会計化に関するよくある疑問をＱ＆Ａで記載しましたので、そ

ちらもご確認いただき、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

本件について、質疑等ありましたらお願いします。 

 

視察を２ヶ所行かれたということで、何か確認できたことはありましたか。 

 

やはり、公会計化にすることで未納者がどうしても増えてしまうということ

で、例えば川口市の場合は、その部分はまだ学校に頼り、学校から保護者へ連

絡をしてもらい回収しているということです。それを踏まえ、本市では、あら

かじめ児童手当ということは念頭にあったのですが、やはり児童手当から引い

ていかないと公平性が保てないであろう、ということで進めています。その他

システム的な部分は専門的なことになりますので、主な点はそうしたところで

す。 

 

未納者への回収については、流山市の場合は保護者から、児童手当から引き

落としてくださいという申出を受けるということでしょうか。 

 

現在のところ、規則を制定する中で、「私は給食を食べます」という申出を

まずいただこうと考えており、その中で、万が一滞納することがあれば、児童

手当から引くことを了承します、という申出を同時にいただこうと考えていま

す。 
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杉浦教育長職

務代理者 

 

 

学校教育課長 

 

杉浦教育長職

務代理者 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

割田委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

割田委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

後田教育長 

 

滞納した場合は児童手当から天引きする、という方法は、ある意味手当を担

保に入れるようなことだと思いますが、こうした方法も問題ないと考えてよろ

しいですか。 

 

はい、各市町村で、こうした制度を用いているところもあります。 

 

給食費をこうした形にすれば、保護者の方から、学校集金も全部口座振替に

して欲しいという声が一層高まると思います。資料には「その他の集金は現状

どおりとし、今後調査研究する」という文言も出ていますが、こうした声に対

する対応というか、各学校が構えをしておかなくてはならないのではないかと

感じました。 

 

千葉市のように、今年度からですが、給食の公会計化と同時に学校集金につ

いてもシステムの中で徴収することをやり始めている自治体がある、というの

も調査済みです。今のところは研究をしていくという段階で、一度にはなかな

か進んではいかないと考えています。 

 

お金とシステムの効率化についてはよく分かるのですが、献立はどうなるの

でしょうか。 

 

献立については今までどおりです。今いる配置の栄養士は変わりませんの

で、学校できめ細かく目を配り、子どもたちの様子を見ながら献立を立てる等

の給食運営をしていく、というスタイルは全く変更ありません。ただ、会計の

伝票について、今まで学校で処理していたものが学校教育課へ回ってくる、と

いうことです。 

 

食材業者も、今までと同じ業者ということになりますか。 

 

はい、ただ伝票処理の関係で、極力一括で請求書が来る方がいいので、その

辺の契約についてはこれから考えていくところですが、大きな変更はないもの

と考えています。 

 

そのほか何かございますか。 
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後田教育長 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後田教育長 

 

堀内委員 

 

 

 

（特になし との声あり） 

 

特にないようですので、次の協議事項に入ります。 

 

新設中学校の通学区域について、これまで通学区域審議会での審議をはじ

め、昨年１１月に実施しました住民説明会でのご意見などを踏まえて、１月８

日付けで通学区域審議会から答申をいただきましたので、そちらの報告をさせ

ていただきます。審議会の答申が資料になっております。まずは、新設中学校

の通学区域の設定について説明致します。 

 新設中学校の通学区域の進捗状況については、昨年１１月２１日に開催され

ました教育委員会議において、１１月３日及び４日に、おおたかの森小学校、

小山小学校で開催しました住民説明会の実施報告をさせていただいたところ

です。同会議においてご報告しましたとおり、１２月１７日には通学区域審議

会へ実施報告を行い、委員からも様々なご意見を賜りました。また１月８日に

は、通学区域審議会から「新設中学校の通学区域について」の答申をいただき

ました。通学区域案は、こちらの答申を踏まえた「新設中学校の通学区域につ

いて」について、教育委員会としての最終案をお示ししたものになります。 

 新設中学校の学区の設定及び隣接する学区の変更の実施時期は、平成３４年

４月１日、新設中学校の開校時とします。今後はこの最終案について、学校か

らの通知や自治会回覧、ホームページ等で住民の皆様に周知を図って参りま

す。今後も、おおたかの森小中学校、新設小中学校の児童及び生徒数が増加す

ることが見込まれることから、児童生徒数推計及び想定値を注視し、対応を講

じて参ります。 

最後に、今後の工程について説明します。このたびの通学区域審議会からの

答申を踏まえるとともに、流山市議会への報告を行い、２月中を目途に、市ホ

ームページにて、新設中学校の通学区域の最終案を公表して参りたいと考えて

います。以上です。 

 

本件について、質疑等ありましたらお願いします。 

 

平成３４年度から新設中学区に変更するとのことですが、「中学３年生につ

いては高校受験も控えていることから、引き続きおおたかの森中学校へ通学で

きるよう、指定学校変更を許可するように柔軟な対応を図ること」という点は、
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学校教育課長 

 

 

 

後田教育長 

 

 

 

杉浦教育長職

務代理者 

 

学校教育課長 

 

 

 

杉浦教育長職

務代理者 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉浦教育長職

務代理者 

 

これは希望でどちらでもいいということですか、それともそのまま残るという

ことなのでしょうか。 

 

残ることを想定しておりますが、希望者があれば、新設校へ移行も可能だと

いうことです。ただ、おおたかの森中学校のことを考えると、新設校への移行

を希望する生徒は非常に少ないかと考えています。 

 

おおたかの森中学校が開校した時も、初年度の３年生は非常に少なく１０名

程度でした。中１、中２と一緒に過ごしてきた仲間、友達と離れるというのは

なかなか厳しいと思いますので、そうしたところは加味しています。 

 

新設中学校の、自転車通学になる地域はだいたいどの辺りからになるのです

か。 

 

現在、おおたかの森中学校は１．７ｋｍを目安にしておりますので、それを

考えると、小山小の坂を下った辺りの、駒木地区から自転車通学になるかと考

えています。 

 

自転車通学が行われた場合、一番学区が縮まっている太い道路の部分に、自

転車と、徒歩の小学生、中学生が、同じ横断歩道を使うようになりそうなので

すか。 

 

学校へ入る道が何本かありますので、これは児童生徒数が増えていくごとに

また考えていくことであろうと思うのですが、中学生はこちらの道を通ると

か、この地区はこの道を通るとか、そういうことも含めた安全対策が必要なの

ではないかと思っています。また、柏の葉小学校・中学校は、最初は児童生徒

が渡る横断歩道は歩車分離ではなかったのですが、今年から歩車分離に変更さ

れたということもありますので、警察の協力もいただき、こうしたこともお願

いしながら、また地域の方に見守り等もお願いしながら安全対策をしていかな

ければならないと考えています。 

 

他の学校、例えば西初石中やおおたかの森中の学区を通って新設校に行くと

いうことになったら、いろいろな問題が出てくるのではないかと、今お話を伺

いながら感じました。その辺りがうまくいけばいいと思います。 
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後田教育長 

 

 

審議する中でもやはり、おおたかの森中の学区を新設校の自転車通学の生徒

が通ることについて、話が出ています。その方が利便性が良ければ、それは仕

方がないことかという議論をしながら進めています。場合によってはあり得る

ことだと思います。 

 

まだ周辺の道路整備、おおたかの森方面から警察署に抜ける道路も完成して

いないことから、おおたかの森中の学区を抜けることもあるかもしれませんの

で、安全対策については十分にしていかなければいけないし、良い方法があれ

ば検討していきたいと思います。 

そのほか何かございますか。 

 

（特になし との声あり） 

 

こうした件については今後も、その都度報告、あるいは協議をしていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは次回の教育委員会議について、事務局からお願いします。 

 

 次回の教育委員会議は、２月１２日（火曜日）、午前１０時からとしたいと

思いますが、いかがでしょうか。場所については後日お知らせします。 

 

（次回の日程協議） 

 

それでは、次回の教育委員会議は、２月１２日（火曜日）、午前１０時から

開催することとします。 

以上で、平成３１年流山市教育委員会議第１回定例会を終了します。 

  

（閉会 午前 10 時 30 分） 


